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■時 
日
時
　
■場 
会
場
　
■内 
内
容
　
■対 
対
象
　
■定 
定
員
　
■費 
参
加
費
　
■申 
申
し
込
み
　
■問 
問
い
合
わ
せ
　
■ＨＰ 
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
■メール 
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
　
■他 
そ
の
ほ
か
　
■携 
携
帯
電
話

凡
例

■申 
検
査
医
療
機
関
に
予
約
後
、
検
査

を
受
け
る
一
週
間
前
ま
で
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
（
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
市
国
保
年
金
課
、
印

旛
支
所
・
本
埜
支
所
に
あ
り
ま
す
）。

※
受
検
後
の
申
請
で
は
、
検
査
費
用

の
助
成
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
申
請
は
、
被
保
険
者
証
・
印
鑑
を

持
参
の
上
、
国
保
年
金
課
高
齢
者
医

療
年
金
班
ま
た
は
印
旛
支
所
・
本
埜

支
所
の
市
民
福
祉
課
の
窓
口
で
お
願

い
し
ま
す
（
郵
送
可
）。

3
月
中
に
後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者
の
人
間
ド
ッ
ク
・
脳

ド
ッ
ク
を
受
検
さ
れ
る
人
へ

　
助
成
金
請
求
書
の
受
け
付
け
は
、

3
月
　
日
画
ま
で
と
な
り
ま
す
の
で
、
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受
検
後
、
速
や
か
に
交
付
請
求
書
な

ど
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

■問 
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

（
緯
内
線
2
8
8
・
2
8
9
）。

国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
の
年
金
か
ら
の
仮
徴
収

　
国
民
健
康
保
険
税
と
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
で
、
現
在
、
年
金
か
ら

特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る
人
と
新
た
に

特
別
徴
収
の
対
象
に
な
る
人
は
、
平

成
　
年
度
の
保
険
税
（
料
）
額
を
基

23
に
、
4
月
・
6
月
・
8
月
の
年
金
か

ら
仮
徴
収
し
ま
す
。

　
な
お
、
本
徴
収
に
つ
い
て
は
、
7

月
に
平
成
　
年
度
の
保
険
税
（
料
）

24

額
が
決
定
し
ま
す
の
で
、　
月
・
　

10

12

月
・
翌
年
2
月
の
年
金
か
ら
と
な
り

ま
す
。

　
新
た
に
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る

人
に
は
、
4
月
に
特
別
徴
収
開
始
通

知
を
送
付
し
ま
す
。

■問 
国
保
年
金
課
保
険
税
班
（
緯
内
線

2
8
1
～
2
8
4
）、
高
齢
者
医
療

年
金
班
。

会
社
な
ど
の
健
康
保
険
に
加
入
し

た
ら
国
保
を
抜
け
る
手
続
き
を

　
3
、
4
月
は
会
社
を
辞
め
た
り
就

帯
等
で
な
い
人
は
、「
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
」
に
よ
り
所
得
区
分

が
確
認
で
き
る
た
め
不
要
で
す
。

■問 
国
保
年
金
課
資
格
給
付
班
（
緯
内

線
2
8
5
～
2
8
7
）。

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
検
査

費
用
を
助
成

　
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の
人

間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
検
査
費
用
を

助
成
し
て
い
ま
す
。

■対 
市
内
に
住
所
を
有
す
る
後
期
高
齢

者
医
療
の
被
保
険
者
。
た
だ
し
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
は
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
。

①
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
滞
納

し
て
い
る
人
。

②
市
で
実
施
す
る
健
康
診
査
を
受
診

し
た
人
（
脳
ド
ッ
ク
の
み
の
検
査
は

対
象
と
な
り
ま
す
）。

胸
助
成
額
…
次
の
と
お
り
。

毅
人
間
ド
ッ
ク
…
検
査
費
用
の
2
分

の
1
（
3
0
街
0
0
0
円
限
度
）。

毅
脳
ド
ッ
ク
…
検
査
費
用
の
2
分
の

1
（
2
0
街
0
0
0
円
限
度
）。

は
、
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

【
次
の
人
は
手
続
き
不
要
】

①
平
成
　
年
3
月
以
前
に
交
付
し
た

24

限
度
額
適
用
認
定
証
等
を
持
っ
て
い

る
人
　
平
成
　
年
3
月
以
前
に
入
院
し
、

24

既
に
「
限
度
額
適
用
認
定
証
等
」
を

持
っ
て
い
る
人
は
、
記
載
さ
れ
て
い

る
有
効
期
限
ま
で
、
平
成
　
年
4
月

24

以
降
の
外
来
受
診
時
で
も
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
有
効
期
限
が
切
れ
た
場

合
は
申
請
が
必
要
で
す
。

　
限
度
額
適
用
認
定
証
の
適
用
区
分

は
、
左
表
の
と
お
り
で
す
。

②
国
民
健
康
保
険
税
に
未
納
が
あ
る

人　
国
民
健
康
保
険
税
に
未
納
が
あ
る

人
は
、「
限
度
額
適
用
認
定
証
等
」
の

交
付
は
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
通
常

ど
お
り
「
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
」
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

③
　
歳
以
上
　
歳
未
満
の
非
課
税
世

70

75

帯
等
で
な
い
人

　
　
歳
以
上
　
歳
未
満
の
非
課
税
世

70

75

（９）平成２４年（２０１２）３月１日号

金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班
（
緯
内
線

2
8
9
・
2
9
9
）。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
期
限
は
、

翌
月
末
日
で
す
。
保
険
料
の
納
め
忘

れ
が
あ
る
と
、
万
一
の
事
故
の
と
き

な
ど
に
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
が

受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
ば
か
り

か
、
未
納
期
間
が
長
く
な
る
と
、
将

来
、
老
齢
年
金
さ
え
受
け
ら
れ
な
く

職
し
た
り
す
る
人
が
た
く
さ
ん
い
ま

す
。
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

た
人
が
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し

て
も
市
で
は
把
握
で
き
な
い
た
め
、

国
民
健
康
保
険
の
資
格
喪
失
の
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
資
格
喪
失
の
手
続
き
を
し
な
い
と

引
き
続
き
保
険
税
が
課
税
さ
れ
、
医

療
費
の
清
算
が
必
要
に
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
資
格
喪
失
の
手
続
き
に
必
要
な
書

類
は
左
記
の
と
お
り
。

①
職
場
の
健
康
保
険
証

②
国
民
健
康
保
険
証

③
印
鑑

■問 
国
保
年
金
課
資
格
給
付
班
。

学
生
納
付
特
例
の
簡
素
化

　
現
在
、
学
生
納
付
特
例
制
度
に
よ

り
、
国
民
年
金
保
険
料
納
付
を
猶
予

さ
れ
て
い
る
人
で
、
平
成
　
年
度
も
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引
き
続
き
在
学
予
定
の
人
へ
、
3
月

下
旬
に
基
礎
年
金
番
号
の
印
字
さ
れ

た
は
が
き
形
式
の
学
生
納
付
特
例
申

請
書
が
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ

れ
ま
す
。
同
一
の
学
校
に
在
学
す
る

場
合
は
、
こ
の
は
が
き
に
必
要
最
小

限
の
記
載
事
項
を
記
入
す
る
だ
け
で

申
請
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、
在

学
証
明
書
ま
た
は
学
生
証
は
不
要
で

す
。
　
な
お
、
初
め
て
学
生
納
付
特
例
の

申
請
を
す
る
人
は
、
従
来
ど
お
り
在

学
証
明
書
な
ど
を
添
付
の
う
え
、
届

け
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
申
請
が
遅
れ
ま
す
と
、
障
害
年
金

や
遺
族
年
金
に
該
当
し
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
平
成
　
年
度
は
学
生
納
付
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特
例
制
度
を
利
用
せ
ず
、
保
険
料
の

納
付
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
納
付
書

を
送
付
い
た
し
ま
す
の
で
、
お
手
数

で
す
が
船
橋
年
金
事
務
所
に
ご
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

■問 
船
橋
年
金
事
務
所
（
緯
0
4
7
―

4
2
4
―
8
8
5
4
）、
市
国
保
年

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
人
で
高
額
な
外
来
診
療
を
受

け
る
み
な
さ
ん
へ

　
こ
れ
ま
で
は
、
高
額
な
外
来
診
療

を
受
け
た
と
き
、
ひ
と
月
の
窓
口
負

担
が
自
己
負
担
限
度
額
以
上
に
な
っ

た
場
合
で
も
、
い
っ
た
ん
そ
の
額
を

支
払
っ
て
い
た
だ
き
、
後
で
高
額
療

養
費
と
し
て
お
返
し
し
て
い
ま
し
た

が
、
4
月
1
日
か
ら
は
、
医
療
機
関

な
ど
の
窓
口
に
限
度
額
適
用
認
定
証

な
ど
を
提
示
す
れ
ば
、
限
度
額
を
超

え
る
分
を
支
払
う
必
要
は
な
く
な
り

ま
す
。
ま
た
、
保
険
薬
局
、
指
定
訪

問
看
護
事
業
者
に
つ
い
て
も
同
様
の

取
り
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

【
認
定
証
等
の
手
続
き
】

　
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
と
印

鑑
（
認
め
印
で
も
可
）
を
窓
口
へ
持

参
し
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

郵
送
で
の
手
続
き
を
希
望
す
る
場
合

国
保
・
年
金

胸限度額適用認定証の適用区分胸
噛自己負担限度額70歳未満(月額)

4回目以降３回目まで所得区分
支給回数

83,400円
150,000円

【医療費が500,000円を超えた場合】
150,000円＋（医療費の総額－500,000円）×1％

上位所得者※1

44,400円
80,100円

【医療費が267,000円を超えた場合】
80,100円＋（医療費の総額－267,000円）×1％

一般

24,600円35,400円住民税非課税世帯※2

※1　上位所得者とは、同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600
万円を超える世帯に属する人。また、所得がないと、上位所得者とみなされます。
※2　住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世
帯に属する人。

噛自己負担限度額70歳以上75歳未満(月額）

世帯単位の限度額（入院＋外来）外来（個人単位）所得区分

80,100円
【医療費が267,000円を超えた場合】

80,100円＋（医療費の総額－267,000円）×1％
44,400円現役並み所得者※3

44,400円12,000円一般
24,600円8,000円低所得衛※4

15,000円8,000円低所得英※5

※3　現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満
の国保被保険者がいる人。ただし、該当者の収入が単身で383万円未満、複数人で520万円未
満の場合は、申請により「一般」の区分と同様となります。
※4　低所得衛とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人
（低所得英以外の人）。
※5　低所得英とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所
得が必要経費・控除（年金の所得は控除額を80万円として計算）を差し引いたときに0円とな
る人。

　住民登録は、氏名、生年月日、性別、
住所、世帯主との続柄などが記録され、
住民票や転出証明書の発行、小・中学
校の就学、選挙人名簿の登録、国民健
康保険、国民年金などの各種行政サー
ビスを受けるための基礎となるもので
す。
　これらの行政サービスを確実に受け
られるようにするため、引っ越しなど
で住所を移した人は、住民登録の届出
を速やかに行ってください。
　なお、正当な理由がなく届出をしな
いときは、過料を科せられる場合があ
ります。
■問 市民課住民記録班（緯内線234・
237）。

住民登録は
正しく行われていますか

な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
納
め
忘
れ
の
期
間
が
あ
る
人
は
、

早
め
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
収
入
が
少
な
く
保
険
料
を

納
め
ら
れ
な
い
と
き
に
は
、
未
納
の

ま
ま
に
せ
ず
、
免
除
制
度
や
若
年
者

納
付
猶
予
制
度
・
学
生
の
人
は
学
生

納
付
特
例
制
度
（
い
ず
れ
も
一
定
の

基
準
あ
り
）
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

■問 
船
橋
年
金
事
務
所
、
市
国
保
年
金

課
高
齢
者
医
療
年
金
班
。

　
市
で
は
、
福
祉
用
具
購
入
費
お
よ

び
住
宅
改
修
費
に
係
る
受
領
委
任
払

い
方
式
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の

制
度
の
利
用
に
際
し
て
は
、
事
前
に

登
録
が
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
登
録
に
あ
た
っ
て
は
必
ず

次
の
説
明
会
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
登
録
期
間
が
平
成
　
年
3

24

月
　
日
ま
で
の
事
業
所
で
、
再
度
、

31
登
録
を
希
望
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て

も
、
説
明
会
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

※
支
店
な
ど
で
複
数
の
事
業
所
の
登

録
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
事
業
所

ご
と
に
説
明
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

■時 
3
月
8
日
牙
・【
福
祉
用
具
説
明
】

午
前
　
時
　
分
～
正
午
、【
住
宅
改

10

30

修
説
明
】
午
後
1
時
　
分
～
3
時
。

30

■場 
市
役
所
・
3
階
大
会
議
室
。

■申 
3
月
6
日
峨
ま
で
に
、
電
話
で
左

記
ま
で
。

胸
受
領
委
任
払
い
方
式
と
は
…

　
住
宅
の
工
事
や
福
祉
用
具
の
購
入

前
に
、
利
用
者
と
施
工
業
者
お
よ
び

福
祉
用
具
販
売
業
者
（
以
下
事
業
者

と
い
う
）
と
の
間
で
、
保
険
給
付
分

（
介
護
保
険
対
象
費
用
の
9
割
分
）の

受
領
を
事
業
者
に
委
ね
る
手
続
き

（
受
領
委
任
の
合
意
）
を
し
て
、
利
用

者
は
、
か
か
っ
た
費
用
の
1
割
を
支

払
い
、
残
り
の
9
割
は
受
領
を
委
任

さ
れ
た
事
業
者
が
直
接
市
か
ら
受
け

取
る
方
法
。

■問 
介
護
福
祉
課
介
護
保
険
班
（
緯
内

線
2
7
8
）。

 介
護
保
険
制
度
の

受
領
委
任
払
い
方
式
事
業
者
登
録
説
明
会
 


